
部 局 等 補助事業者
（事業主体）

年 度 交付金交付額 左のうち不当と
認める額

摘 要

千円 千円
（182） 島 根 県 雲南広域連

合
3、 4 1,403,710 2,748 調整基準標準給付費額

の算出を誤っていたも
の

（183） 広 島 県 広 島 市 3 3,358,647 35,112 後期高齢者加入割合補
正係数の算出を誤って
いたものなど

（175）―（183）の計 11,542,722 111,140

そ の 他（184）―（187）

（184） 労働者災害補償保険の保険給付に要した費用のうち事業主から徴収すべき額を徴収
していなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計（労災勘定）（款）雑収入 （項）雑収入
部 局 等 長野労働局
費用徴収の根拠 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）

費用徴収の概要 労働者災害補償保険に係る保険関係の成立に係る届出を行っていない
期間中に生じた事故等について、労働者災害補償保険法の規定により
保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収するもの

費用徴収を行っ
ていなかった件
数及び金額

7件 4,304,985円（平成 30年度～令和 4年度）

1 費用徴収の概要

⑴ 費用徴収

労働者災害補償保険（以下「労災保険」という。）は、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律

第 50号。以下「労災保険法」という。）等に基づき、労働者の業務上の事由又は通勤による

負傷、疾病等に対して療養の給付等の保険給付等を行うものである。

このうち、保険給付が、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係の

成立に係る届出を行っていない期間中に生じた事故や、事業主が故意又は重大な過失によ

り生じさせた業務災害の原因である事故等について行われた場合には、労災保険法の規定

により、都道府県労働局（以下「労働局」という。）はその保険給付に要した費用に相当する

金額の全部又は一部を同事業主から徴収すること（以下「費用徴収」という。）ができること

となっている。

⑵ 費用徴収の手続

費用徴収は、「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて」（平成 17年

基発第 0922001号厚生労働省労働基準局長通達。以下「通達」という。）等に基づき、次のとおり

行うこととなっている（図参照）。
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図 費用徴収の手続（概要）

⑦費用徴収の決定

⑧徴収金を徴収する旨を通知、
納入告知書の送付

費用徴収を行うべき
事案

⑥費用徴収の必要性の有無の判断

労働局

⑤通知書の送付

労働基準監督署

③保険給付の決定

費用徴収を行う必要
のない事案

費用徴収の対象とな
る事案

被災労働者

②保険給付の請求

④保険給付

①事故発生

事業主

費用徴収の対象とな
らない事案

ア 労働基準監督署長は、事業主が保険関係が成立した日から 1年を経過してもなお労災
保険に係る保険関係の成立に係る届出を行っていない期間中に生じた事故であるなど、
通達等で定めた費用徴収の対象となる事案について保険給付を行った場合、療養を開始
した日（即死の場合は事故発生の日）の翌日から起算して 3年以内の期間において、支給
事由の生じた当該事故に係る休業補償給付、障害補償給付等の保険給付が行われる都
度、都道府県労働局長に対してその旨の保険給付通知書（以下「通知書」という。）を送付
する。
イ 都道府県労働局長は、通知書の送付を受けた後、その内容等を踏まえて速やかに費用
徴収の必要性の有無の判断を行い、費用徴収を行うべきと判断した事案については通知
書の送付を受ける都度、費用徴収の決定（以下「徴収決定」という。）を行い、事業主に対
して保険給付の額に厚生労働省で定めた割合を乗じて得た額（以下「徴収金」という。）を
徴収する旨を通知するとともに、納入告知書を送付する。そして、これらの手続を行う
に当たっては、費用徴収の必要性の有無の判断や徴収金の徴収決定等を行った日付等を
記載する管理表（以下「進行管理表」という。）を用いて進捗状況を管理する。
また、労災保険法において準用する「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」（昭和 44

年法律第 84号）の規定により、徴収金を徴収する権利は保険給付から 2年を経過したとき
は、時効によって消滅することとなっている。

2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、労災保険法等に基づき費用徴収が適正に行われているかな
どに着眼して、平成 30年度から令和 3年度までの間に生じた業務上の事由等による事故に
ついて行った保険給付を対象として、全国 47労働局のうち 20労働局及び 20労働局管内の
116労働基準監督署（以下、労働基準監督署を「監督署」という。）において会計実地検査を行
い、通知書等の関係書類を確認するなどの方法により検査した。
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検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
長野労働局管内の 5監督署

（注 1）
は、平成 30年 5月から令和 4年 2月までの間に生じた業務上

の事由による事故により労働者が負傷するなどした事案 7件について、平成 30年 8月から
令和 4年 12月までの間に休業補償給付、障害補償年金等計 16,441,248円の給付を行ってい
た。そして、 5監督署は、これらの業務災害の原因となった事故について、事業主が保険関
係が成立した日から 1年を経過してもなお労災保険に係る保険関係の成立に係る届出を行っ
ていない期間中に生じた事故等であったことから、保険給付を行った後、同労働局へ通知書
を送付していた。
（注 1） 5監督署 松本、長野、上田、中野、大町各監督署

しかし、同労働局は、 5監督署から通知書が送付されているのに、進行管理表を用いて手
続の進捗状況を管理しておらず、費用徴収の必要性の有無の判断を行っていないなどしてい
た。このため、当該 7件の休業補償給付、障害補償年金等 16,441,248円に係る徴収金計
5,810,046円のうち、本来、事業主が重大な過失により労災保険に係る保険関係の成立に係
る届出を行っていない期間中に生じた事故等によるものとして費用徴収を行うべきであった
計 4,304,985円について、徴収決定等を行っておらず、徴収していなかった。そして、この
うちの 5件

（注 2）
、計 1,905,888円については、既に時効が成立しているため、徴収することがで

きない状況となっていた。
（注 2） 5件 徴収金の一部について時効が成立した事案 4件を含む。

このように、費用徴収を行うべき事案 7件の保険給付に係る徴収金計 4,304,985円につい
ては、徴収されておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同労働局において、費用徴収を行うことの必要性につ
いての認識が欠けていたことなどによると認められる。
なお、時効が成立しているものを除いた徴収金については、本院の指摘により全て徴収決
定の処置が執られた。

（185） 介護給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）介護保険制度運営推進費
（項）生活保護等対策費

部 局 等 6県、13市、 1広域連合
国の負担の根拠 介護保険法（平成 9年法律第 123号）、健康保険法（大正 11年法律第 70

号）、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）、生活保護法（昭和 25年

法律第 144号）、予算補助
実 施 主 体 市 71、特別区 5、町 22、村 1、広域連合 2、計 101実施主体
事 業 者 27事業者
過大に支払われ
た介護給付費に
係る介護サービ
スの種類

通所介護、介護福祉施設サービス等

過大に支払われ
た介護給付費の
件数

30,887件（平成 28年度～令和 4年度）
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